
省

令

告

示

平成˜�年�月™™日 木曜日 第šŸ �号官 報

〇
内
閣
府
告
示
第
二
百
五
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年

九
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
百
六
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し

た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
、

同
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第

十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

細
田

博
之

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
日

平
成
十
六
年
七
月
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大

和
郡
山
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

不
登
校
児
童
生
徒
支

援
教
育
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
和
郡
山
市
の
全
域

五

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す

る
こ
と
の
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て

は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。）
不
登
校
児
童
生
徒
等
を
対
象
と
し

た
学
校
設
置
に
係
る
教
育
課
程
弾
力
化
事
業
（
八
〇
三

（
八
一
八
））、
Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生

徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇
五
）
及
び
市
町
村
費

負
担
教
職
員
任
用
事
業
（
八
一
〇
）

〇
宮
内
庁
告
示
第
四
号

天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
京
都
府
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る

第
十
六
回
国
際
解
剖
学
会
議
開
会
式
に
御
臨
席
の
た
め
、

八
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
同
府
へ
行
幸
啓

に
な
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日

宮
内
庁
長
官

湯
浅

利
夫

〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
九
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第

三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
凖
を
定
め
る
省
令
（
平
成

九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
た
だ
し
書
中
「
可
燃
性
の
ガ
ス
等
に
着
火

す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
」
を
削

り
、「
静
電
塗
装
装
置
」
の
下
に
「
、
同
期
電
動
機
、
誘
導

電
動
機
又
は
石
油
の
精
製
の
用
に
供
す
る
設
備
に
生
ず
る

燃
料
油
中
の
固
形
の
不
純
物
を
高
電
圧
に
よ
り
帯
電
さ

せ
、
燃
料
油
と
分
離
し
て
、除
去
す
る
装
置
」を
加
え
、「
こ

れ
に
」
を
「
こ
れ
ら
に
」
に
改
め
、「
電
気
設
備
」
の
下
に

「（
そ
れ
ぞ
れ
可
燃
性
の
ガ
ス
等
に
着
火
す
る
お
そ
れ
が

な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。）」
を
加

え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
四
号

石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会

計
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
七
十
六
号
）
第
二

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
油
及
び
エ
ネ
ル

ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
法
施
行
令
第
二
条

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特

別
会
計
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

本
則
中
「
委
託
費
」
の
下
に
「
若
し
く
は
交
付
金
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
二
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浮
羽
郡
田
主
丸
町
、
三
井

郡
北
野
町
、
三
潴
郡
城
島
町
及
び
同
郡
三
潴
町
を
廃
し
、

そ
の
区
域
を
久
留
米
市
に
編
入
す
る
旨
、
福
岡
県
知
事
か

ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
二
月
五
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
三
号

町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
県
南
条
郡
南
条
町
、

同
郡
今
庄
町
及
び
同
郡
河
野
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を

も
っ
て
同
郡
南
越
前
町
を
設
置
す
る
旨
、
福
井
県
知
事
か

ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
四
号

市
町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
根
市
、
豊
栄
市
、
中
蒲

原
郡
小
須
戸
町
、
同
郡
横
越
町
、
同
郡
亀
田
町
、
西
蒲
原

郡
岩
室
村
、
同
郡
西
川
町
、
同
郡
味
方
村
、同
郡
潟
東
村
、

同
郡
月
潟
村
及
び
同
郡
中
之
口
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を

新
潟
市
に
編
入
す
る
旨
、
新
潟
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
そ
の

効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
五
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
魚
沼
郡
六
日
町
及
び
同

郡
大
和
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
南
魚
沼
市
を
設

置
す
る
旨
、
新
潟
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
六
号

町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
杵
島
郡
白
石
町
、
同
郡
福

富
町
及
び
同
郡
有
明
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
同

郡
白
石
町
を
設
置
す
る
旨
、
佐
賀
県
知
事
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。右

の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
七
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
城
郡
小
城
町
、
同
郡
三

日
月
町
、
同
郡
牛
津
町
及
び
同
郡
芦
刈
町
を
廃
し
、
そ
の

区
域
を
も
っ
て
小
城
市
を
設
置
す
る
旨
、
佐
賀
県
知
事
か

ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
八
号

市
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
会
津
郡
北
会
津
村
を
廃

し
、
そ
の
区
域
を
会
津
若
松
市
に
編
入
す
る
旨
、
福
島
県

知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
九
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
光
市
及
び
熊
毛
郡
大
和
町

を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
光
市
を
設
置
す
る
旨
、
山

口
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
六
年
十
月
四
日
か
ら
そ
の
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
六
百
十
号

市
町
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
狭
郡
楠
町
を
廃
し
、
そ

の
区
域
を
宇
部
市
に
編
入
す
る
旨
、
山
口
県
知
事
か
ら
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
そ
の
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日総

務
大
臣

麻
生

太
郎
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